
電子入札の注意事項 

 

１．インターネット接続環境について 

 ・ブロードバンド接続（光ファイバー・ケーブルテレビ・ADSL等）を推奨します。 

 ・ナローバンド接続（ISDN 等）でも利用は可能ですが、画面の動きが非常に遅くなりま

すので、入力期限間際の操作は避けてください。 

 

２．電子入札システムの運用時間 

 ９：００～１８：００（牛久市の閉庁日を除く） 

 

３．電子入札の対象案件 

 ・建設工事     ：一般競争入札、指名競争入札 

 ・建設コンサルタント：指名競争入札 

 

４．応札者の方に準備いただくもの 

 ・電子入札に対応したパーソナルコンピュータの仕様等 

OS Windows 8.1(32bit版/64bit版) Professional、Windows 10 Pro、Windows 11 

ブラウザ Microsoft Edge  

その他 発注図書等が閲覧できるソフトウエア（Microsoft Office、Adobe Acrobat Reader 等） 

 ・電子入札コアシステムに対応した認証局が発行した ICカード   

会社(認証事業者)名 所在地 

ＮＴＴビジネスソリューションズ（株） 大阪府 

三菱電機インフォメーションネットワーク(株) 東京都 

（株）帝国データバンク 東京都 

（株）トインクス 宮城県 

日本電子認証（株） 東京都 

 ・ICカードリーダー（ICカードとセットで購入可能） 

 ・ブロードバンド回線（光回線等） 

※現在、茨城県又は茨城県内の他の市町村で電子入札システムを利用されている方は、同

じ ICカードで利用者登録するだけで使用できます。 

 

５．電子入札の利用者登録について  

・事業者が、牛久市において初めて電子入札システムを利用する場合や、新たに ICカー

ドを取得した場合には、事業者のパソコンで「いばらき電子入札共同利用」のページから

利用者登録を行うとともに、以下の書類を書面により提出してください。 

（１） 届出に伴う提出書類 

① 電子入札利用届（様式第１号） 

② 利用者情報 電子入札システムの利用者登録時に、入札参加者のパソコンから印

刷した ICカード情報等を記載したもの 

http://localhost/
http://localhost/


③ 委任状（様式第３号）※必要に応じて 

（２） 書類の提出方法 持参又は郵送による 

（３） 書類の提出先 牛久市総務部契約検査課 ※到着後数日で登録完了になります。 

             

６．入札情報サービス（PPI）について 

 ・電子入札に関する情報をインターネット上に公開するとともに、入札参加者による設計

図書類のダウンロードを可能にするシステムです。 

 アドレス（http://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/ppi.html） 

 

７．電子入札案件の確認方法について  

 一般競争入札 

・入札情報サービス（PPI）で案件の確認ができます。その他牛久市 HP及び告示掲示板に

て公告します。PPIにて公告内容を確認いただき、参加の意思がありましたら電子入札シ

ステムより参加申請を行ってください。 

 指名競争入札 

・指名業者には電子入札システムよりメールでお知らせします。その他牛久市 HP及び情

報公開窓口にて概要を公表します。メールにてお知らせするパスワードを使用して PPIよ

り設計図書をダウンロードしてください。 

 

８．ダミーファイルの作成 

・電子入札では、条件付き一般競争入札参加の手続き内で、競争参加資格確認申請時に添

付ファイルを提出する必要が生じます。 

・牛久市における条件付き一般競争入札は事後審査方式を採用していますので、電子入札

システムで競争参加資格確認申請書の提出時に添付資料を求められる箇所では、「ダミー

ファイル」をあらかじめ作成し添付してください。 

 作成例 メモ帳等のテキストファイルを起動し、一文字程度入力し「名前を付けて保

存」を選び、「ダミー」等のわかりやすい名前を付けて、デスクトップ等利用しやすい場

所に保存してください。 

 

９．工事費内訳書の提出方法 

 ・工事費内訳書は、電子入札システムによる電子ファイルでの添付を原則としますが、あ

らかじめ申し出た場合は郵送又は窓口持参での提出も認めることとします。郵送又は窓

口持参にて提出する場合は事前に牛久市総務部契約検査課までご連絡ください。 

 

１０．提出する工事費内訳書のデータ形式について 

 ・電子入札システムに添付できるファイル形式には制限がかかります。 

・茨城県 HP「いばらき電子入札共同利用」内の「添付ファイルの制限について」をご覧

いただきデータファイルを変換のうえ添付してください。 

※いばらき電子入札共同利用「添付ファイルの制限について」アドレス 

（http.cals-ibaraki.lg.jp/tool.html） 

http://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/ppi.html
http://ppi.cals-ibaraki.lg.jp/tool.html


① 牛久市が求める工事費内訳書の構成が「添付ファイルの制限について」に示す工事費

内訳書（通常版）と同様であれば、工事費内訳書変換ツールを使用して csv形式に変

換してください。 

② 牛久市が求める工事費内訳書の構成が①で示した構成以外であれば、tif 形式の画像

ファイルに変換してください。 

 

１０．紙入札（郵便入札）について 

  電子入札案件においては、原則として通知から入札まで電子入札システムにおいて執

行いたします。ただし、事情により紙入札を許可する場合は以下のとおりとします。 

  ・ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカード再取得の申請又は準

備中の場合 

  ・企業名、企業住所、代表者の変更により、ICカード再取得の申請又は準備中の場合 

  ・電子入札の導入準備中、もしくは導入する準備が整わない場合 

  ・入札参加者側のシステム障害の場合 

 ※通知等のやり取りから電子入札を使用できる環境にない事業者様については、従来通

りの郵便・窓口持参による入札手続きを取れることといたしますので、事前にご連絡くだ

さい。 

 

１１．紙入札による入札書の提出及び電子くじ番号の取り扱いについて 

 ・紙入札による入札参加者は、入札書の余白に電子くじ番号として任意の三桁の数字を必

ず記載し、郵送又は持参により提出してください。 

 

１２．入札の辞退等について 

 ・電子入札における辞退については、原則電子入札システムにより入札書提出締切予定日

時までに辞退の手続きを取っていただきますが、紙入札を認められた事業者様には従来

の入札辞退届を使用して同日時までに書面にて提出していただきます。 

・また、一般競争入札の事務処理において競争参加資格確認申請という処理が増えていま

す。もし、申請をした後に入札に参加しないこととした場合には、参加を取り下げる旨を

契約検査課にご連絡ください。 

 ・入札書提出締切予定日時までに入札書や辞退届の提出がない場合は、無効とします。 

 

 


